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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランプ管及び前記ランプ管の末端から突出した電極を備える複数のランプと、
　前記電極の挿入される第１ガイド溝が形成された第１プレート、及び前記第１プレート
の一側に配され、前記第１ガイド溝に挿入された前記電極を押して固定させる板バネを備
える電源印加ソケットと、
　前記ランプ及び前記電源印加ソケットを収納するボトムシャーシと、を備え、
　前記第１プレート及び前記板バネは、伝導性物質からなっており、
　前記電源印加ソケットの挿入される整列板をさらに備え、前記ボトムシャーシの底板に
は、前記整列板が挿入される整列板用開口部が形成され、
　前記整列板は、上板と、前記上板上に形成され、前記整列板用開口部に挿入されるハウ
ジングと、前記上板から前記ハウジングの内部まで形成された電源印加ソケット挿入溝と
、前記上板の上面に形成されたランプ管ホルダーと、前記ハウジングに形成されてインバ
ータ電源印加部が挿入されるインバータ電源印加溝と、を備え、
　前記ランプ管ホルダーの最小開口幅は前記ランプ管の直径よりも小さいバックライトア
ッセンブリ。
【請求項２】
　前記板バネは、前記第１ガイド溝の開放部に対応する位置に形成された凹面と、前記第
１ガイド溝の内側部に対応する位置に形成された凸面とを備える請求項１に記載のバック
ライトアセンブリ。
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【請求項３】
　前記板バネは、平板状を有する請求項１に記載のバックライトアセンブリ。
【請求項４】
　前記第１プレート及び前記板バネは、一体に形成された請求項１～３のいずれか１項に
記載のバックライトアセンブリ。
【請求項５】
　前記板バネの一側に配され、前記第１プレートと離隔されて対向する第２プレートをさ
らに備え、前記第２プレートには、前記第１ガイド溝と重畳される第２ガイド溝が形成さ
れており、前記第２プレートは、前記板バネと一体に形成された請求項４に記載のバック
ライトアセンブリ。
【請求項６】
　前記第１及び第２ガイド溝は、前記電極の導入される開放部から内側部に行くほど徐々
に狭くなり、前記内側部で折り曲げられた構造を有する請求項５に記載のバックライトア
センブリ。
【請求項７】
　前記第１及び第２ガイド溝は、Ｌ字状または逆Ｔ字状を有する請求項６に記載のバック
ライトアセンブリ。
【請求項８】
　互いに離隔された前記第１及び第２プレートを連結して前記第１及び第２プレートと一
体に形成された第３プレートをさらに備え、前記板バネは、前記第３プレートから延びて
形成された請求項５～７のいずれか１項に記載のバックライトアセンブリ。
【請求項９】
　前記第１プレートの下部から折り曲げられてインバータと電気的に接続されるインバー
タガイドプレートをさらに備え、前記インバータガイドプレートには、前記インバータと
電気的に接続される部分に凸面が形成された請求項１～８のいずれか１項に記載のバック
ライトアセンブリ。
【請求項１０】
　前記第１プレートの下部から折り曲げられてインバータと電気的に接続されるインバー
タガイドプレートをさらに備え、前記インバータガイドプレートの終端が折り曲げられて
前記インバータと電気的に接続される請求項１～９のいずれか１項に記載のバックライト
アセンブリ。
【請求項１１】
　前記電源印加ソケットは、前記電源印加ソケット挿入溝にきつく嵌合される請求項１～
１０のいずれか１項に記載のバックライトアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バックライトアセンブリに係り、より詳細には、部品点数が減少し、組立て
の簡便なバックライトアセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＬＣＤ）は、現在最
も広く使われている平板表示装置（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＦＰＤ）の
１つであって、電極の形成されている２枚の基板とその間に挿入されている液晶層とから
なり、電極に電圧を印加して液晶層の液晶分子を再配列させることによって、透過光量を
調節する表示装置である。
【０００３】
　このような液晶表示装置は、液晶層を通過する光を提供するバックライトアセンブリを
備える。ここで、バックライトアセンブリは、ランプ、ソケット及びボトムシャーシなど
を備える。
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【０００４】
　従来からランプをボトムシャーシに収納して固定させるために複数の部品からなるソケ
ットを使用している。また、一定に配列された多数のランプを使用する従来の液晶表示装
置の場合、各ランプと連結されたソケットをボトムシャーシに固定させるために、別途の
整列板を使用している。この場合、バックライトアセンブリを組立てるためにボトムシャ
ーシの背面側に整列板を固定させ、ボトムシャーシをひっくり返して整列板にソケット及
びランプを固定させる方法を利用している。
【０００５】
　しかし、ソケットが複数の部品からなっているために、ソケットの製造コスト及び組立
工程時間が増加し、ボトムシャーシに整列板、ソケット及びランプを固定させる工程時間
も延びてしまう。また、外部衝撃時にランプのソケットからの離脱や破損の虞がある。
【０００６】
　したがって、部品点数が減少し、組立工程時間が短縮され、ランプを堅固に固定させう
るソケットを備えるバックライトアセンブリが要求される。
【特許文献１】韓国公開特許２００５－００９４１００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、部品点数が減少し、組立時間が短縮されたバ
ックライトアセンブリを提供するところにある。
【０００８】
　本発明の技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されず、言及されていない他
の技術的課題は、下の記載から当業者に明確に理解されうる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記技術的課題を達成するための本発明の一実施形態によるバックライトアセンブリは
、ランプ管及び前記ランプ管の末端から突出した電極（ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）を備える複
数のランプと、前記電極の挿入される第１ガイド溝の形成された第１プレート、及び前記
第１プレートの一側に配され、前記第１ガイド溝に挿入された前記電極を押して固定させ
る板バネを備える電源印加ソケットと、前記ランプ及び前記電源印加ソケットを収納する
ボトムシャーシと、を備え、前記第１プレート及び前記板バネは、伝導性物質からなって
おり、前記電源印加ソケットの挿入される整列板をさらに備え、前記ボトムシャーシの底
板には、前記整列板が挿入される整列板用開口部が形成され、前記整列板は、上板と、前
記上板上に形成され、前記整列板用開口部に挿入されるハウジングと、前記上板から前記
ハウジングの内部まで形成された電源印加ソケット挿入溝と、前記上板の上面に形成され
たランプ管ホルダーと、前記ハウジングに形成されてインバータ電源印加部が挿入される
インバータ電源印加溝と、を備え、前記ランプ管ホルダーの最小開口幅は前記ランプ管の
直径よりも小さい。
【００１０】
　前記技術的課題を達成するための本発明の他の実施形態によるバックライトアセンブリ
は、ランプ管及び前記ランプ管の末端から突出した電極を備える複数のランプと、前記電
極に第１方向に外力を印加する第１板バネ、及び前記第１方向と逆方向である第２方向に
前記電極を押す第２板バネを備える電源印加ソケットと、前記ランプ及び前記電源印加ソ
ケットを収納するボトムシャーシを備え、前記第１及び第２板バネは、伝導性物質を用い
て一体に形成され、前記第１及び第２板バネのうち少なくとも１つには、前記電極が挿入
されるガイド溝が形成される。
【００１１】
　前記技術的課題を達成するための本発明のさらに他の実施形態によるバックライトアセ
ンブリは、ランプ管及び前記ランプ管の末端から突出した電極を備える複数のランプと、
前記電極が挿入される複数の第１ガイド溝が形成された第１プレート、及び前記第１ガイ
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ド溝に相応するように前記第１プレートの一側に配され、前記第１ガイド溝に挿入された
前記電極を押して固定させる板バネを備える接地ソケットと、前記ランプ及び前記接地ソ
ケットを収納するボトムシャーシと、を備え、前記第１プレート及び前記板バネは、伝導
性物質を用いて一体に形成される。
【発明の効果】
【００１２】
　前述したように、本発明の実施形態及び変形例に係るバックライトアセンブリによれば
、次のような効果が１つあるいはそれ以上存在する。
【００１３】
　第１に、伝導性物質からなる一体型電源印加ソケットまたは接地ソケットを使用するこ
とによって、部品点数が減少し、組立工程時間が短縮されたバックライトアセンブリを提
供しうる。
【００１４】
　第２に、板バネ及び電極ガイドを備える電源印加ソケットまたは接地ソケットを使用す
ることによって、ランプを電源印加ソケットまたは接地ソケットに堅固に組立て、外部衝
撃時にランプが電源印加ソケットまたは接地ソケットから離脱されるか、破損される虞を
減少させうる。
【００１５】
　第３に、電源印加ソケット及び整列板をボトムシャーシ上部から組立てることによって
、バックライトアセンブリの組立時間を短縮させうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の利点及び特徴、そしてこれを達成する方法は、添付された図面に基づいて詳細
に後述されている実施形態を参照すれば明確になる。しかし、本発明は以下で開示される
実施形態に限定されるものではなく、この実施形態から外れて多様な形に具現でき、本明
細書で説明する実施形態は本発明の開示を完全にし、本発明が属する技術分野の当業者に
発明の範疇を完全に示すために提供されるものであり、本発明は請求項及び発明の詳細な
説明により定義されるだけである。なお、明細書全体にわたって同一な参照符号は同一な
構成要素を示す。
【００１７】
　以下、添付された図面を参照して本発明の実施形態及び変形例を詳細に説明する。
【００１８】
　図１を参照して、本発明の第１実施形態によるバックライトアセンブリについて詳細に
説明する。図１は、本発明の第１実施形態によるバックライトアセンブリを示す分解斜視
図である。
【００１９】
　図１を参照すれば、本発明の第１実施形態によるバックライトアセンブリは、ランプ１
１０、拡散板１２０、光学シート１３０、反射シート１４０、ボトムシャーシ１５０、ミ
ドルモールド１６０、電源印加ソケット２００、接地ソケット３１０、接地ソケット整列
板３２０及び整列板４００を備える。
【００２０】
　ランプ１１０では、例えば、ＣＣＦＬ（Ｃｏｌｄ　Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃ
ｅｎｔ　Ｌａｍｐ）、ＥＥＦＬ（Ｅｘｔｅｒｎａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ　Ｆｌｕｏｒｅ
ｓｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ）などを使用しうる。このようなランプ１１０は、外部からランプ
１１０に印加されたランプ駆動電圧により光を発生させる。また、ランプ１１０は、均等
な距離に離隔されて並列に連結され、直下型に構成されうる。
【００２１】
　ランプ１１０は、放電ガスなどが封入されているランプ管１１１及びランプ管１１１の
両端から突出されて外部電源を印加される電極１１２を備える。ランプ１１０内の放電ガ
スの分布を一定にして均一な輝度を得るために、複数のランプ１１０がボトムシャーシ１
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５０の長辺に平行に配列されることが望ましい。ランプ１１０の一端は、後述する整列板
４００に固定された電源印加ソケット２００に挿入固定され、ランプ１１０の他端は、接
地ソケット整列板３２０に配された接地ソケット３１０に挿入固定される。
【００２２】
　拡散板１２０は、ランプ１１０の上部に位置し、ランプ１１０から入射される光の輝度
及び輝度均一性を向上させる役割を行う。
【００２３】
　光学シート１３０は、拡散板１２０の上部に配され、ランプ１１０から伝えられる光を
拡散して集光する役割を行う。光学シート１３０は、拡散シート、第１プリズムシート、
第２プリズムシートなどを備える。
【００２４】
　第１プリズムシートは、拡散シート上に位置し、第１プリズムシートの一面には、拡散
シートから広がった光を集光して出射するための三角柱状のプリズムパターン（図示せず
）が一定の配列に形成されている。第２プリズムシートは、第１プリズムシート上に位置
し、光を集光及び偏光して出射する多層構造の反射型偏光プリズムシートである。但し、
第１プリズムシートだけでも輝度及び視野角を十分に確保できる場合、第２プリズムシー
トは除外しうる。
【００２５】
　反射シート１４０は、ランプ１１０の下部に配されてランプ１１０の下部に放出される
光を上部に反射する。このような反射シート１４０は、ランプ１１０から出射された光の
損失を最小化するために反射度の高い物質で構成される。
【００２６】
　ボトムシャーシ１５０は、前記ランプ１１０、拡散板１２０、光学シート１３０、反射
シート１４０、電源印加ソケット２００、及び整列板４００を収納する役割を行う。
【００２７】
　本実施形態のボトムシャーシ１５０は、ボトムシャーシの底板１５１及びこれを取り囲
む複数の側壁からなる。ボトムシャーシの底板１５１の一側には、ボトムシャーシ１５０
の短辺に平行に複数の整列板用開口部１５２が形成されており、ここに後述する整列板４
００が挿入される。本実施形態を説明するための図１には、便宜上一部の整列板用開口部
１５２のみ図示しているが、整列板用開口部１５２には、図示とは異なってソケット数だ
け、例えば、１６個が形成されうる。一方、ボトムシャーシの底板１５１の他側には、接
地ソケット整列板３２０及び接地ソケット３１０が配される。
【００２８】
　ボトムシャーシ１５０の長辺に沿って形成された１対の側壁には、ランプ１１０からボ
トムシャーシ１５０の側部に出射される光の損失を防止するために傾斜面が形成されうる
。これら傾斜面は、反射効率を向上させるために反射性物質でコーティングされうる。
【００２９】
　ボトムシャーシ１５０の長辺に沿って形成された１対の側壁は、ミドルモールド１６０
を設置するか、またはトップシャーシ（図示せず）と締結しうるように、曲げ部を備える
ことができる。これと異なって、ボトムシャーシ１５０の短辺に平行な１対の側壁は、ボ
トムシャーシ１５０に対して、例えば、垂直に配されて曲げ部を備えないこともある。符
号１５３は、締結部材が締結されるボトムシャーシ締結部材の挿入溝である。
【００３０】
　以下、図１ないし図３Ｃを参照して本発明の第１実施形態によるバックライトアセンブ
リに備えられる電源印加ソケットについて詳細に説明する。図２は、図１のバックライト
アセンブリに備えられる電源印加ソケットの斜視図である。図３Ａは、図２の電源印加ソ
ケットをＸ方向から見た電源印加ソケットの背面図である。図３Ｂは、図２の電源印加ソ
ケットをＹ方向から見た電源印加ソケットの側面図である。図３Ｃは、図３Ａの電源印加
ソケットの変形例を示す図面である。
【００３１】
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　図１を参照すれば、電源印加ソケット２００には、ランプ管１１１が固定されて外部か
ら電源を印加される。このような電源印加ソケット２００は、整列板４００に挿入されて
ボトムシャーシ１５０に収納される。
【００３２】
　一方、図１ないし図３Ａを参照すれば、本実施形態の電源印加ソケット２００は、第１
プレート２２０上に形成された第１ガイド溝２４０、及び板バネ２５０を備え、電極１１
２は、板バネ２５０により外力を付与されて第１ガイド溝２４０に固定される。
【００３３】
　電源印加ソケット２００の構造を詳細に説明すれば、電源印加ソケット２００は、互い
に対向する第１プレート２２０と第２プレート２１０、及びこれらを互いに連結する第３
プレート２３０を備え、これらは、例えば、金属のような伝導性物質を用いて一体に形成
される。電源印加ソケット２００の製造に用いられる金属として燐青銅（ｐｈｏｓｐｈｏ
ｒ　ｂｒｏｎｚｅ）が適当に例示される。このように電源印加ソケット２００が金属物質
からなるので、電極１１２から発生する熱が円滑に大気中に放熱され、これにより、バッ
クライトアセンブリ及びこれを含む液晶表示装置全体の温度が減少しうる。特に、燐青銅
を用いて電源印加ソケット２００を製造する場合、加工性及び機械的強度に優れ、製造コ
ストが低減したバックライトアセンブリを提供しうる。また、電源印加ソケット２００が
一体に形成されているので、多数の部品を用いて製造する場合に比べて、製造コストが顕
著に減少しうる。第１プレート２２０には、第１ガイド溝２４０が形成されている。第１
プレート２２０は、Ｙ・Ｚ平面上に配され、ランプ１１０はＸ方向に延びている。第１プ
レート２２０は、例えば、０．２ないし０．３ｍｍの厚さを有することができる。
【００３４】
　第１ガイド溝２４０は、第１プレート２２０を上部から下部に切開して折り曲げた形状
に形成される。具体的に、第１ガイド溝２４０は、第１プレート２２０の上部側に開放部
を有し、この開放部から実質的に垂直下部に延びた垂直部、及び垂直部と実質的に垂直に
水平方向に折り曲げられた内側部を有することができる。すなわち、第１ガイド溝２４０
は、例えば、”Ｌ”字状を有することができ、垂直部から両側水平方向に折り曲げられた
”Ｔ”字状を有することもできる。さらに具体的に第１ガイド溝２４０は、－Ｘ方向から
第１プレート２２０を見る際に、”Ｌ”字状を有することができ、上下方向にひっくり返
した逆”Ｔ”字状を有することもあるが、開口部から電極１１２が導入され、内側部の末
端に電極１１２が接触して固定される限り、第１ガイド溝２４０の形状が制限されるもの
ではない。電極１１２が容易に導入されて内側部末端に堅固に固定されるように、開口部
から内側部まで第１ガイド溝２４０の幅が徐々に狭くなりうる。一方、第２プレート２１
０は、第１プレート２２０と対向すべく配され、第１ガイド溝２４０は、第２ガイド溝２
４０と重畳される。第１プレート２２０は、第２プレート２１０より下部に長く延びてボ
トムシャーシ（図１の符号１５０参照）の下部に突出した延長部を備える。一方、第１プ
レート２２０と第２プレート２１０は、これらの一側に配された第３プレート２３０と連
結され、これらは一体に形成されうる。
【００３５】
　図２、図３Ａ及び図３Ｃを参照すれば、第３プレート２３０は、第１プレート２２０及
び第２プレート２１０と各々直交するように形成され、板バネ２５０は、第３プレート２
３０の一端から延びて形成される。
【００３６】
　板バネ２５０は、第１ガイド溝２４０及び第２ガイド溝２４０側に突出されており、電
極（図１の符号１１２参照）に外力を付与して、電極を第１ガイド溝２４０及び第２ガイ
ド溝２４０に接触させて固定させる。図２及び図３Ａに示したように、板バネ２５０は、
凹面２５０ａ及び凸面２５０ｂを設けることができる。また、板バネ２５０’は、図３Ｃ
に示したように凹面または凸面を有さない平板状を有することができるが、以下では説明
の便宜上、図３Ａの板バネ２５０のように凹面２５０ａ及び凸面２５０ｂを含む場合を例
として説明する。板バネ２５０の凹面２５０ａは、第１及び第２ガイド溝２４０の開放部
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に対応する位置に備えられて電極が電源印加ソケット２００に容易に導入されるようにす
る。板バネ２５０の凸面２５０ｂは、第１及び第２ガイド溝２４０の内側部に対応する位
置に備えられて電極に圧力を印加することによって、電極が内側部末端及び板バネ２５０
と堅固に接触されて固定されるようにする。第１、第２及び第３プレート２３０の下部に
は、電源印加ソケット２００が整列板４００に締結されるように電源印加ソケット締結突
起２６０を形成できる。一方、電源印加ソケット２００が整列板４００により堅固に固定
されるように、第１プレート２２０の延長部及び後述するインバータガイドプレート２７
０が連結された部位には、電源印加ソケット固定溝２８０が形成されている。
【００３７】
　図２及び図３Ｂを参照すれば、電源印加ソケット２００は、第１プレート２２０の延長
部と実質的に垂直に折り曲げられたインバータガイドプレート２７０をさらに備える。イ
ンバータガイドプレート２７０は、後述するボトムシャーシ（図１の符号１５０参照）の
背面側でインバータ（図８の符号５００参照）と電気的に接続される。インバータガイド
プレート２７０は、インバータ電源印加部（図８の符号５２０参照）と堅固に接触される
ように凸面を備える。
【００３８】
　以下、図１及び図４ないし図６を参照して本発明の第１実施形態によるバックライトア
センブリに備えられる整列板について詳細に説明する。図４は、本発明の第１実施形態に
よるバックライトアセンブリに備えられる整列板の斜視図である。図５は、図４のＡ－Ａ
’線に沿って切った切開斜視図である。図６は、図２の電源印加ソケット、図４の整列板
、ランプ及びボトムシャーシの結合関係を示す斜視図である。
【００３９】
　図１及び図４を参照すれば、整列板４００は、電源印加ソケット２００をガイドして固
定させ、ボトムシャーシ１５０に締結されて固定される。このためにボトムシャーシの底
板１５１には、整列板４００が挿入されるように整列板用開口部１５２が形成されている
点は前述した通りである。
【００４０】
　整列板４００は、ボトムシャーシの底板１５１上に配される上板４１０、上板４１０か
ら下部に突出されて各々整列板用開口部１５２に挿入されてボトムシャーシの底板１５１
の下部に配される複数のハウジング４５０を備える。
【００４１】
　図１、図４及び図６を参照すれば、整列板４００の上板４１０は、ボトムシャーシ１５
０の短辺に平行な長方形の板状として提供され、ボトムシャーシの底板１５１上に配され
る。上板４１０には、電源印加ソケット２００が１つずつ挿入されるように複数個の電源
印加ソケット挿入溝４２０が備えられている。電源印加ソケット挿入溝４２０は、後述す
るハウジング４５０の個数に相応するように形成される。また、上板４１０には、ランプ
管１１１を支持するようにランプ管ホルダー４３０が備えられている。電源印加ソケット
２００が上板４１０に挿入されれば、やはり上板４１０に備えられたランプ管ホルダー４
３０は、電源印加ソケット２００と同じ整列板４００上に配されるので、外部衝撃時にラ
ンプ管ホルダー４３０と電源印加ソケット２００に発生する相対的変位が少なく、ランプ
管１１１と電極１１２との連結部にクラックが形成される危険性が減少する。したがって
、ランプ１１０が破損される危険を減少させうる。整列板４００の上板４１０には、整列
板締結部材挿入溝４４０が形成されており、整列板４００は、締結部材１５５、例えば、
ねじによりボトムシャーシの底板１５１に締結されうる。
【００４２】
　整列板４００は、上板４１０から下部に複数のハウジング４５０が突出されている。ハ
ウジング４５０は、電源印加ソケット２００に相応する個数で形成され、ボトムシャーシ
１５０の整列板用開口部１５２に挿入されてボトムシャーシの底板１５１の下部に配され
る。一方、ハウジング４５０の下部には、整列板４００をボトムシャーシの底板１５１に
締結させる整列板締結突起４６０が形成されている。また、整列板締結突起４６０の下部
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には、インバータ電源印加溝４７０が形成されている。前述したような構造を有する電源
印加ソケット２００は、ボトムシャーシの底板１５１の上部から押して固定されうるので
、ボトムシャーシ（図示せず）をひっくり返す工程なしに電源印加ソケット２００を固定
させうるので、バックライトアセンブリの組立工程が単純化され、組立時間が短縮されう
る。
【００４３】
　図１、図４及び図５を参照すれば、上板４１０に形成された電源印加ソケット挿入溝４
２０は、上板４１０からハウジング４５０の内部まで延びている。電源印加ソケット２０
０は、第１プレート挿入溝４２０ｂ、第２プレート挿入溝４２０ａ、第３プレート挿入溝
４２０ｃ、及びインバータガイドプレート挿入溝４２０ｄを設け、これらには、各々第１
、第２、及び第３プレート２２０、２１０、２３０及びインバータガイドプレート２７０
が挿入固定される。また、第１、第２、及び第３プレート２２０、２１０、２３０は、電
源印加ソケット支持端４２５により支持される。この場合、第１、第２、及び第３プレー
ト２２０、２１０、２３０及びインバータガイドプレート２７０は、第１、第２、及び第
３プレート挿入溝４２０ｂ、４２０ａ、４２０ｃ及びインバータガイドプレート挿入溝４
２０ｄにきつく嵌合（ｔｉｇｈｔ　ｆｉｔ）されうる。このために整列板４００は、弾性
部材、例えば、シリコン系ゴムからなりうる。これと異なって、電源印加ソケット２００
に形成された電源印加ソケット締結突起２６０が電源印加ソケット挿入溝４２０の一側に
形成された別途の締結溝（図示せず）に締結されうるということは言うまでもない。
【００４４】
　以下、図７ないし図９を参照して本発明の第１実施形態によるバックライトアセンブリ
に備えられる部品間の結合関係について説明する。図７は、図６のＢ－Ｂ’線に沿って切
った本発明の第１実施形態によるバックライトアセンブリの部分断面図である。図８は、
本発明の第１実施形態によるバックライトアセンブリに備えられる電源印加ソケットとイ
ンバータとの結合関係を示す斜視図である。図９は、図６のＢ－Ｂ’線に沿って切った図
８のインバータを備える本発明の第１実施形態によるバックライトアセンブリの部分断面
図である。
【００４５】
　図７を参照すれば、整列板（図４の符号４００参照）の上板４１０は、ボトムシャーシ
の底板１５１の上部に配されてボトムシャーシの底板１５１により支持され、整列板のハ
ウジング４５０は、ボトムシャーシの底板１５１を貫通してボトムシャーシの底板１５１
の背面側に突出される。電源印加ソケット２００は、整列板４００に挿入固定され、この
場合、電源印加ソケット固定溝２８０が電源印加ソケット固定突起４８０に固定され、電
源印加ソケット締結突起２６０が整列板４００の締結溝（図示せず）に締結される。
【００４６】
　電源印加ソケット２００にランプ１１０が固定される原理を説明すれば、ランプ１１０
の電極１１２は、Ｚ方向から外力を印加されて板バネ２５０と第１ガイド溝２４０の開口
部との間に導入される。この場合、板バネ２５０は、電極１１２が容易に導入されるよう
に凹面２５０ａを含むという点は前述した通りである。すなわち、ランプ１１０をＺ方向
から押せば、ランプ１１０が電源印加ソケット２００に容易に導入されて固定されうるの
で、ランプ１１０の組立が非常に簡便である。このように第１ガイド溝２４０に導入され
た電極１１２は、板バネ２５０の凸部によりＹ方向の外力を印加される。これにより、電
極１１２は、第１ガイド溝２４０の内側部の末端に接触される。第１ガイド溝２４０が、
例えば、”Ｌ”字状に折り曲げられているので、電極１１２が電源印加ソケット２００か
ら容易には離脱されない。また、電極１１２は、板バネ２５０の凸面２５０ｂと線接触し
、第１ガイド溝２４０と点接触し、第２ガイド溝（図示せず）と点接触するなど、伝導性
物質と多数の接触部位を有するようになって電気的に安定的になる。
【００４７】
　図８及び図９を参照すれば、ハウジング４５０は、ボトムシャーシの底板１５１の背面
側に突出される。整列板締結突起４６０は、ボトムシャーシの底板１５１の背面に接触し
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て整列板４００をボトムシャーシ１５０に堅固に固定させる。インバータ電源印加溝４７
０の内側には、インバータガイドプレート２７０が位置している。一方、ボトムシャーシ
の底板１５１の背面側には、インバータ５００が配され、インバータ回路基板５１０から
突設されたインバータ電源印加部５２０は、インバータガイドプレート２７０と接触して
外部電源を印加する。インバータ電源印加部５２０とインバータガイドプレート２７０と
の接触を堅固にするためにインバータガイドプレート２７０に凸面を設けることについて
は前述した。図示はしていないが、インバータ５００は、電源印加ソケット（図２の符号
２００参照）に直接はんだ付けされて電源印加ソケットと電気的に接続されることもある
。また、電源印加部５２０は、インバータ５００の一側に接続された電源線（図示せず）
と電源線の一端に形成されたコネクタ（図示せず）から形成されることもあり、このよう
な電源印加部５２０がインバータガイドプレート２７０と電気的に接続されることもある
。
【００４８】
　以下、図１０を参照して本発明の第１実施形態によるバックライトアセンブリを備える
液晶表示装置の性能を検討する。図１０は、本発明の第１実施形態によるバックライトア
センブリを備える液晶表示装置の輝度特性を測定したグラフである。
【００４９】
　図１０を参照すれば、本実施形態のバックライトアセンブリを備える液晶表示装置は、
平均約４８５ｃｄ／ｍ２の輝度特性を示して他の液晶表示装置と同じレベルを維持するこ
とを確認することができる。
【００５０】
　また、本実施形態の電源印加ソケットを含む液晶表示装置を２時間ほど常温駆動した後
、赤外線温度計で温度を測定した結果、最高温度が約４２．２℃であり、液晶パネルの中
央部の温度が約３８．３℃であった。これは、本実施形態の電源印加ソケットを備えてい
ない液晶表示装置の最高温度が約４２．３℃、及び液晶パネルの中央部の温度約３９．１
℃より低いので、本実施形態の電源印加ソケットを採択したバックライトアセンブリを備
える液晶表示装置の温度特性が向上したことが確認できる。
【００５１】
　以下、図１１及び図１２を参照して本発明の第１実施形態の変形例によるバックライト
アセンブリに備えられる整列板について詳細に説明する。図１１は、本発明の第１実施形
態の変形例によるバックライトアセンブリに備えられる電源印加ソケットの斜視図である
。図１２は、図１１の電源印加ソケットをＹ方向から見た電源印加ソケットの側面図であ
る。以下の実施形態及び変形例では、説明の便宜上、前記第１実施形態の図面に示した各
部材と同じ機能を有する部材には、同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００５２】
　図１１及び図１２を参照すれば、本変形例の電源印加ソケット２０１は、以前実施形態
とインバータガイドプレート２７１との形状を除いては、実質的に同一である。本変形例
の電源印加ソケット２０１の第１プレート２２０も第２プレート２１０より長く延びてボ
トムシャーシ（図示せず）の下部に突出される。本変形例のインバータガイドプレート２
７１は、第２プレート２１０と実質的に垂直に第１に折り曲げられ、以後終端で再び第２
に次折り曲げられて第１に折り曲げられた部位と重畳される形状を有する。インバータガ
イドプレート２７１の第２に折り曲げられた部位は、インバータ電源印加部（図示せず）
との接触が堅固になるように凸面を有する。
【００５３】
　以下、図１３及び図１４を参照して本発明の第１実施形態の変形例による整列板につい
て詳細に説明する。図１３は、本発明の第１実施形態の変形例によるバックライトアセン
ブリに備えられる整列板の斜視図である。図１４は、図１３の整列板と図１２の電源印加
ソケットとの結合関係を示す斜視図である。
【００５４】
　図１３を参照すれば、整列板４０１は、ランプ（図示せず）の個数に相応するように複
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数個形成されている。整列板４０１の上板４１１は、ボトムシャーシ（図示せず）の底板
（図示せず）上部に配されて各々１つの整列板挿入溝（図示せず）を覆う。すなわち、各
整列板挿入溝ごとに１つずつの整列板４０１が配される。ハウジング４５０は、上板４１
１から下部に突出されて整列板挿入溝に挿入されてボトムシャーシの底板下部に突出され
る。一方、上板４１１からハウジング４５０の内部まで電源印加ソケット挿入溝４２０が
形成されており、上板４１１の上面には、ランプ管ホルダー４３０が形成されている。ま
た、ハウジングの下部側壁には、インバータガイドプレート（図１２の符号２７１参照）
とインバータ電源印加部（図示せず）とが接触されるインバータ電源印加溝４７１が備え
られている。
【００５５】
　図１４を参照すれば、本実施形態の電源印加ソケット挿入溝４２０は、第１、第２、及
び第３プレート２２０、２１０、２３０が挿入されてきつく嵌合される第１、第２、及び
第３プレート挿入溝４２０ｂ、４２０ａ、４２０ｃ、及びインバータガイドプレート２７
１が挿入されるインバータガイドプレート挿入溝４２０ｄを設ける。本実施形態の整列板
４０１は、インバータガイドプレート２７１が折り曲げられており、インバータ電源印加
溝４７１の間隔が以前実施形態に比べて広いので、整列板締結突起４６１は、ハウジング
４５０の両側壁に形成されうる。
【００５６】
　以下、図１５ないし図１７Ｃを参照して本発明の第２実施形態によるバックライトアセ
ンブリ及びこれに含まれる電源印加ソケットについて詳細に説明する。図１５は、本発明
の第２実施形態によるバックライトアセンブリを示す分解斜視図である。図１６は、図１
５のバックライトアセンブリに備えられる電源印加ソケットの斜視図である。図１７Ａは
、図１６の電源印加ソケットをＹ方向から見た電源印加ソケットの側面図である。図１７
Ｂは、図１６の電源印加ソケットをＸ方向から見た電源印加ソケットの正面図である。図
１７Ｃは、図１７Ｂの電源印加ソケットの変形例である。
【００５７】
　図１５ないし図１７Ｃを参照すれば、本実施形態の電源印加ソケット２０２は、電源印
加ソケットの底板２３２、電源印加ソケットの底板２３２の一側に実質的に垂直に電源印
加ソケットの底板２３２と一体に形成された第１プレート２２２、電源印加ソケットの底
板２３２の他側に実質的に垂直に電源印加ソケットの底板２３２と一体に形成されて第１
プレート２２２と重畳されていない第２プレート２１２を備えうる。すなわち、電源印加
ソケットの底板２３２は、Ｘ方向に配され、第１プレート２２２及び第２プレート２１２
は、Ｚ方向に形成される。第１板バネ２５２ｂと第２板バネ２５２ａは、各々第１プレー
ト２２２及び第２プレート２１２から延びて形成される。第１プレート２２２及び第２プ
レート２１２の一側には、電源印加ソケット締結突起２６２が形成されて、電源印加ソケ
ット２０２を整列板（図示せず）に容易に締結させる。
【００５８】
　第１板バネ２５２ｂは、ランプ１１０の電極１１２に第１方向（－Ｙ方向）に外力を付
与し、第２板バネ２５２ａは、電極１１２に第１方向（－Ｙ方向）と逆方向である第２方
向（Ｙ方向）に外力を付与する。第１板バネ２５２ｂ及び第２板バネ２５２ａは、伝導性
物質を用いて一体に形成される。第１板バネ２５２ｂ及び第２板バネ２５２ａのうち、少
なくとも１つ、例えば、第２板バネ２５２ａには、Ｘ方向に配列されたランプ１１０の電
極１１２が固定されるようにガイド溝２４２が形成されている。図１７Ｂに示したように
、第１板バネ２５２ｂは、凹面２５２ｂ＿１及び凸面２５２ｂ＿２を含み、電極１１２が
電源印加ソケット２０２に堅固に固定されるように凸面２５２ｂ＿２は、ガイド溝２４２
に対応する位置に形成される。図１７Ｃに示したように、第１板バネ２５２ｂ’は、凹面
または凸面を含まない平板状を有することも可能であるが、以下、説明の便宜上、図１７
Ｂに示した第１板バネ２５２ｂを挙げて説明する。第１板バネ２５２ｂは、ガイド溝２４
２に電極１１２が堅固に接触されるように、Ｘ方向から見るとき、第２板バネ２５２ａと
重畳されるように形成される。この場合、Ｙ方向から電源印加ソケット２０２を見るとき
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、第１板バネ２５２ｂと第２板バネ２５２ａとが重畳されないように形成することによっ
て、第１板バネ２５２ｂと第２板バネ２５２ａとが直接接触させない。
【００５９】
　インバータガイドプレート２７２は、電源印加ソケットの底板２３２からＸ方向に延び
て形成され、インバータ電源印加部（図示せず）とインバータガイドプレート２７２とが
堅固に接触されるように、インバータガイドプレート２７２は、凸面を含みうる。
【００６０】
　以下、図１５及び図１８ないし図２０を参照して本実施形態の整列板及び電源印加ソケ
ットと整列板との結合関係について詳細に説明する。図１８は、本発明の第２実施形態に
よるバックライトアセンブリに備えられる整列板の斜視図である。図１９は、図１６の電
源印加ソケット、図１８の整列板、ランプ及びボトムシャーシの結合関係を示す斜視図で
ある。図２０は、図１９のＤ－Ｄ’線に沿って切った本発明の第２実施形態によるバック
ライトアセンブリの部分断面図である。
【００６１】
　図１５及び図１８を参照すれば、整列板４０２は、ボトムシャーシの底板１５１上に配
される上板４１２、上板４１２から下部に突出されて各々整列板用開口部１５２に挿入さ
れてボトムシャーシの底板１５１の下部に配される複数のハウジング４５０を含む。
【００６２】
　電源印加ソケット挿入溝は、第１プレート挿入溝４２２ｂ、第２プレート挿入溝４２２
ａ、電源印加ソケットの底板挿入溝４２２ｃを含む。第１プレート挿入溝４２２ｂと第２
プレート挿入溝４２２ａには、電源印加ソケット支持端４２２ｄ、４２２ｅが備えられて
いる。第１プレート２２２と第２プレート２１２は、各々第１プレート挿入溝４２２ｂと
第２プレート挿入溝４２２ａに強制嵌合され、電源印加ソケット支持端４２２ｄ、４２２
ｅにより支持されうる。これと異なって、電源印加ソケット締結突起（図１６の符号２４
２参照）が整列板用開口部１５２に別途に備えられた締結溝（図示せず）に締結されうる
ことは以前の実施形態と同一である。
【００６３】
　図１９及び図２０を参照すれば、ランプ１１０を第１板バネ２５２ｂ及び第２板バネ２
５２ａの上部から押して電源印加ソケット２０２に固定させうる。この場合、電極１１２
は、第１板バネ２５２ｂと第２板バネ２５２ａとが互いに逆方向に作用する外力によりガ
イド溝２４２に堅固に固定される。本実施形態の電源印加ソケットガイド４０２もボトム
シャーシ１５０の上部から押して容易に固定させうる。
【００６４】
　以下、図２１ないし図２３を参照して本発明の第３実施形態によるバックライトアセン
ブリについて詳細に説明する。図２１は、本発明の第３実施形態によるバックライトアセ
ンブリを示す分解斜視図である。図２２は、図２１のバックライトアセンブリに備えられ
る接地ソケットの斜視図である。図２３は、図２２の接地ソケットをＸ方向から見た接地
ソケットの背面図である。
【００６５】
　図２１を参照すれば、本実施形態のバックライトアセンブリは、ランプ１１０の一側に
のみ外部電源が印加され、ランプ１１０の他側は、ボトムシャーシ１５０に接地される単
側駆動方式であり得る。
【００６６】
　図２１ないし図２３を参照すれば、ランプ１１０を接地させる本実施形態の接地ソケッ
ト３０３は、複数の第１ガイド溝３４３が形成されている第１プレート３２３及び電極１
１２を第１ガイド溝３４３に接触させて固定させ、各第１ガイド溝３４３毎に形成された
複数の板バネ３５３を備える。具体的に、接地ソケット３０３は、ボトムシャーシ１５０
の短辺に相応する長さを有してボトムシャーシの底板１５１に垂直に配され、Ｙ方向に延
びる第１プレート３２３、第１プレート３２３と対向すべく離隔されて配された第２プレ
ート３１３、及び第１プレート３２３及び第２プレート３１３の上部を覆って第１プレー
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ト３２３及び第２プレート３１３を互いに連結させて第１ガイド溝３４３に相応する位置
に各々形成された複数の第３プレート３３３を備える。これら第１プレート３２３、第２
プレート３１３、第３プレート３３３及び板バネ３５３は、１つの伝導性物質、例えば、
金属を用いて一体に形成しうる。接地ソケット３０３を構成する物質及びその効果は、本
発明の第１実施形態による電源印加ソケット（図２の符号２００参照）と実質的に同一で
ある。
【００６７】
　第１プレート３２３及び第２プレート３１３には、第１ガイド溝３４３及び第２ガイド
溝３４３が互いに重畳されるように形成されている。第１ガイド溝３４３及び第２ガイド
溝３４３は、本発明の第１実施形態と実質的に同じ形状を有する。本実施形態の第１ガイ
ド溝３４３及び第２ガイド溝３４３は、開口部からＹ方向に折り曲げられた内側部を有す
る。第１ガイド溝３４３及び第２ガイド溝３４３は、電極１１２が導入される開口部から
内側部に行くほど徐々に狭くなる。
【００６８】
　第１プレート３２３及び第２プレート３１３の下部には、第２プレート３１３及び第２
プレート３１３の下部から折り曲げられて形成された固定板３６３が備えられており、接
地ソケット３０３は、固定板３６３に締結部材１５６が挿入されてボトムシャーシの底板
１５１と締結される。
【００６９】
　図２１及び図２３を参照すれば、板バネ３５３は、第３プレート３３３から延びて形成
され、電極１１２にＹ方向に外力を付与して第１ガイド溝３４３及び第２ガイド溝３４３
の内側部と接触させる。
【００７０】
　以下、図２４ないし図２６Ｂを参照して本発明の第３実施形態によるバックライトアセ
ンブリに備えられる部品の結合関係について詳細に説明する。図２４は、図２２の接地ソ
ケットとランプの結合関係を示す斜視図である。図２５は、図２２の接地ソケット、ラン
プ及びボトムシャーシの結合関係を示す斜視図である。図２６Ａは、図２５のＥ－Ｅ’線
に沿って切った本発明の第３実施形態によるバックライトアセンブリの断面図である。図
２６Ｂは、図２２の接地ソケットの変形例、ランプ及びボトムシャーシの結合関係を示す
断面図である。
【００７１】
　図２４ないし図２６ｂを参照すれば、本実施形態の接地ソケット３０３は、ボトムシャ
ーシの底板１５１の上部に固定される。
【００７２】
　本実施形態のランプ１１０を接地ソケット３０３の上部、すなわち、Ｚ方向から押して
接地ソケット３０３に容易に固定させうる。図２６Ａに示したように板バネ３５３は、電
極１１２が第１及び第２ガイド溝３４３に容易に導入されるように第１及び第２ガイド溝
３４３の開口部に相応する位置に凹面３５３ａを含みうる。また、板バネ３５３は、電極
１１２がＹ方向の外力を付与されて第１及び第２ガイド溝３４３に堅固に固定されるよう
に、第１及び第２ガイド溝３４３の内側部の末端に相応する位置に凸面３５３ｂを含みう
る。電極１１２に約３～５Ｎの外力が付与されるように板バネ３５３の凹面３５３ａ及び
凸面３５３ｂの形状を調節しうる。電極１１２に３Ｎ未満の外力が付与される場合、電極
１１２が第１及び第２ガイド溝３４３から離脱される虞があり、５Ｎを超える外力が付与
される場合、電極１１２に反りが発生するか、折れる虞がある。板バネ３５３がこのよう
な外力を電極１１２に付与するために、第３プレート３３３と板バネ３５３の連結部、す
なわち、外力による応力が集中する部位は、約０．１ないし０．５の曲率半径を有するよ
うに設計されうる。これとは異なって、図２６Ｂに示したように板バネ３５３’が凹面及
び凸面を含まない平板状を有することができるということは言うまでもない。
【００７３】
　以下、図２７を参照して本発明の第３実施形態によるバックライトを備える液晶表示装
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置の性能を検討する。図２７は、本発明の第３実施形態によるバックライトアセンブリを
備える液晶表示装置の輝度特性を測定したグラフである。
【００７４】
　図２７を参照すれば、本実施形態のバックライトアセンブリを備える液晶表示装置は、
平均約５１０ｃｄ／ｍ２の輝度特性を示し、他の液晶表示装置のようなレベルを保持する
ことが確認できる。また、温度特性も本実施形態の接地ソケットを採択しないバックライ
トアセンブリを備える液晶表示装置と類似しているか、向上したことが確認できた。
【００７５】
　本実施形態のバックライトアセンブリは、一体型接地ソケットを用いることによって、
部品点数が減少して製造コストが低減し、組立て時間が短縮される。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明のバックライトアセンブリは、電源印加ソケットまたは接地ソケットを備える液
晶表示装置に適用される。
【００７７】
　以上、添付図を参照して本発明の実施形態及び変形例を説明したが、本発明が属する技
術分野で当業者ならば本発明がその技術的思想や必須特徴を変更せずとも他の具体的な形
に実施されうるということが理解できるであろう。したがって、前述した実施形態及び変
形例は全ての面で例示的なものであって、限定的なものではないと理解せねばならない。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の第１実施形態によるバックライトアセンブリを示す分解斜視図である。
【図２】図１のバックライトアセンブリに備えられる電源印加ソケットの斜視図である。
【図３Ａ】図２の電源印加ソケットをＸ方向から見た電源印加ソケットの背面図である。
【図３Ｂ】図２の電源印加ソケットをＹ方向から見た電源印加ソケットの側面図である。
【図３Ｃ】図３Ａの電源印加ソケットの変形例を示す図面である。
【図４】本発明の第１実施形態によるバックライトアセンブリに備えられる整列板の斜視
図である。
【図５】図４のＡ－Ａ’線に沿って切った切開斜視図である。
【図６】図２の電源印加ソケット、図４の整列板、ランプ及びボトムシャーシの結合関係
を示す斜視図である。
【図７】図６のＢ－Ｂ’線に沿って切った本発明の第１実施形態によるバックライトアセ
ンブリの部分断面図である。
【図８】本発明の第１実施形態によるバックライトアセンブリに備えられる電源印加ソケ
ットとインバータとの結合関係を示す斜視図である。
【図９】図６のＢ－Ｂ’線に沿って切った図８のインバータを備える本発明の第１実施形
態によるバックライトアセンブリの部分断面図である。
【図１０】本発明の第１実施形態によるバックライトアセンブリを備える液晶表示装置の
輝度特性を測定したグラフである。
【図１１】本発明の第１実施形態の変形例によるバックライトアセンブリに備えられる電
源印加ソケットの斜視図である。
【図１２】図１１の電源印加ソケットをＹ方向から見た電源印加ソケットの側面図である
。
【図１３】本発明の第１実施形態の変形例によるバックライトアセンブリに備えられる整
列板の斜視図である。
【図１４】図１３の整列板と図１２の電源印加ソケットとの結合関係を示す斜視図である
。
【図１５】本発明の第２実施形態によるバックライトアセンブリを示す分解斜視図である
。
【図１６】図１５のバックライトアセンブリに備えられる電源印加ソケットの斜視図であ
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る。
【図１７Ａ】図１６の電源印加ソケットをＹ方向から見た電源印加ソケットの側面図であ
る。
【図１７Ｂ】図１６の電源印加ソケットをＸ方向から見た電源印加ソケットの正面図であ
る。
【図１７Ｃ】図１７Ｂの電源印加ソケットの変形例である。
【図１８】本発明の第２実施形態によるバックライトアセンブリに備えられる整列板の斜
視図である。
【図１９】図１６の電源印加ソケット、図１８の整列板、ランプ及びボトムシャーシの結
合関係を示す斜視図である。
【図２０】図１９のＤ－Ｄ’線に沿って切った本発明の第２実施形態によるバックライト
アセンブリの部分断面図である。
【図２１】本発明の第３実施形態によるバックライトアセンブリを示す分解斜視図である
。
【図２２】図２１のバックライトアセンブリに備えられる接地ソケットの斜視図である。
【図２３】図２２の接地ソケットをＸ方向から見た接地ソケットの背面図である。
【図２４】図２２の接地ソケットとランプの結合関係を示す斜視図である。
【図２５】図２２の接地ソケット、ランプ及びボトムシャーシの結合関係を示す斜視図で
ある。
【図２６Ａ】図２５のＥ－Ｅ’線に沿って切った本発明の第３実施形態によるバックライ
トアセンブリの断面図である。
【図２６Ｂ】図２２の接地ソケットの変形例、ランプ及びボトムシャーシの結合関係を示
す断面図である。
【図２７】本発明の第３実施形態によるバックライトアセンブリを備える液晶表示装置の
輝度特性を測定したグラフである。
【符号の説明】
【００７９】
　　１１０　　ランプ
　　１１１　　ランプ管
　　１１２　　電極
　　１２０　　拡散板
　　１３０　　光学シート
　　１４０　　反射シート
　　１５０　　ボトムシャーシ
　　１５１　　ボトムシャーシの底板
　　１５２　　整列板用開口部
　　１５３　　ボトムシャーシ締結部材の挿入溝
　　１５５、１５６　　締結部材
　　２００、２０１、２０２　　電源印加ソケット
　　２１０、２１２、３１３　　第２プレート
　　２２０、２２２、３２３　　第１プレート
　　２３０、３３３　　第３プレート
　　２３２　　電源印加ソケットの底板
　　２４０、３４３　　第１及び第２ガイド溝
　　２４２　　ガイド溝
　　２５０、３５３　　板バネ
　　２５０ａ　　凹面
　　２５０ｂ　　凸面
　　２５２ａ　　第２板バネ
　　２５２ｂ　　第１板バネ
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　　２６０、２６２　　電源印加ソケット締結突起
　　２７０、２７１、２７２　　インバータガイドプレート
　　２８０　　電源印加ソケット固定溝
　　３０３　　接地ソケット
　　３１０　　接地ソケット
　　３２０　　接地ソケット整列板
　　３６３　　固定板
　　４００、４０１、４０２　　整列板
　　４１０、４１１、４１２　　上板
　　４２０　　電源印加ソケット挿入溝
　　４２０ａ、４２２ａ　　第２プレート挿入溝
　　４２０ｂ、４２２ｂ　　第２プレート挿入溝
　　４２０ｃ　　第３プレート挿入溝
　　４２０ｄ　　インバータガイドプレート挿入溝
　　４２２ｃ　　電源印加ソケットの底板挿入溝
　　４２２ｄ、４２２ｅ、４２５　　電源印加ソケット支持端
　　４３０　　ランプ管ホルダー
　　４４０　　整列板引き締める締結部材挿入溝
　　４５０　　ハウジング　４６０、４６１　　整列板締結突起
　　４７０、４７１　　インバータ電源印加溝
　　４８０　　電源印加ソケット固定突起
　　５００　　インバータ
　　５１０　　インバータ回路基板
　　５２０　　インバータ電源印加部

【図１】 【図２】
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